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第三部　労働政策

III　賃金政策

概要

　一、人事院の給与に関する勧告（八一年八月）は、五・二三％であった。七七年以来四年ぶりに

五％を上回ることになったが、七六年からの低率の状況はいぜんとして変化はない。

　一、人事院は勧告に際して、公務員給与制度改善の方向を示すとともに、勧告制度そのものの堅持を
明らかにした。

　一、地域別最低賃金は、全国平均で二九九四円となり、引上げ率は六・四七％であった。なお、中

央最低賃金審議会は今回の答申とあわせて、現行産業別最賃の見直しをめざす答申を提示した。
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